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平成２０年１２月９日に混入を確認した米国産うるち精米の異物につ

いて

平成２０年１２月９日に「カビ状の異物」を確認した政府が保有している米国

産うるち精米（平成２０年１２月１６公表）について、カビ状異物の分析・鑑別

を行うとともに、政府が同一船により輸入し、保有している米国産うるち精米（9,

186トン）について移動を凍結し、アフラトキシン及びオクラトキシンの検査を

行った。

その結果、アフラトキシン及びオクラトキシンは検出されなかったため、本日

付をもって移動の凍結を解除した。

また、「カビ状の異物」の混入を確認した米穀については、焼却処分を行うこ

ととしている。
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